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（前文） 

独立行政法人通則法第３１条第１項に基づき、独立行政法人科学技術振興

機構の平成１５年度の業務運営に関する計画を以下の通り定める。 

 

Ⅰ国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成

するためにとるべき措置 

 

【全体的事項】 

（１）内外の研究動向等の調査・分析機能を強化するとともに、文部科学省等  

国の政策立案部門と連携を図り、新規施策の提案、新規事業の形成など機

構の業務戦略の企画立案を行う。また、併せて国の科学技術振興に係る政

策立案に寄与する。 

 

（２）機構の各事業において実施される研究課題等について､外部専門家・有  

識者により、事業目的に応じた明確な基準に基づいて厳格に事前評価、中間

評価、事後評価を、また必要な場合は追跡調査を実施する。また、機構の事

業運営全般について自己評価を行うための体制を整備する。 

   評価の方法、基準及び結果はインターネット等により積極的に公開し、  

機構の事業について国民への説明を積極的に行う。また、外部有識者、機  

構の事業に参画している者、機構が提供するサービスのユーザー等の機構  

の事業運営に対する意見の把握に努める。 

 

（３）事業による成果については新聞発表等の広報活動やホームページへの掲  

載、データベース化、シンポジウムによる公表などを積極的に行う。さら

に、機構の認知度の向上のため、中小企業等に対する事業の周知活動の強

化について検討する。 

 

（４）各事業の実施に当たっては、事業に参画する外部機関や個人のインセン

ティブに配慮し、外部機関や個人の能力が十分発揮できるよう措置する

とともに、我が国全体として最大限の成果が上がることを目的として、

関連する事業を実施している機関との適切な連携・協力関係を構築する。 
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【個別事項】 

 １．新技術の創出に資する研究 

（１）戦略的な基礎研究の推進 

 ①国が定めた戦略目標の達成に向けた基礎研究の推進 

イ．研究領域、研究総括の選定 

・総括実施型の研究領域、研究総括について、外部専門家の評価を踏まえ

選定し、その評価結果を公表する。 

ロ．研究領域の迅速な立ち上げ（バーチャルラボの構築） 

・公募型の平成１５年度発足研究領域及び既存の研究領域において、平成

１５年度に採択した研究課題について、採択決定後の１０月以降速やか

に研究に着手するため、研究計画の策定、研究代表者説明会の開催、研

究契約の締結、研究者等の雇用手続等を進める。 

・総括実施型の平成１５年度発足研究領域については、１０月以降速やか

に研究に着手するため、研究計画の策定、研究実施場所の設営、研究者

等の雇用手続等を進める。 

・公募による研究提案の受付に電子システムを導入することの検討に着手

する。 

ハ．研究領域の効果的運営（バーチャルラボの効果的運営） 

・公募型４８領域（平成１５年度発足領域含む。）並びに平成１４年度に

発足した総括実施型６領域及び平成１５年度に発足する領域について、

研究を推進する。 

・研究の推進に当たっては、原則として機構が予算を直接執行するが、委

託により研究を実施する際は、委託研究費の３０%に相当する額を間接経

費として支出するとともに、必要に応じて研究施設使用料等研究環境を

整備するための経費を研究機関に支出する。 

・総括実施型の研究領域のうち、外国の研究機関と共同して研究を実施す

るものについては、当該研究機関と必要な取り決めを交わした上で連携

して研究を推進する。 

ニ．研究の評価及びフォローアップ 

・各研究領域の研究総括及び領域アドバイザー、さらに必要に応じて外部

専門家を加え、チーム型研究においては、平成１２年度採択の４２課題

について中間評価を行い、平成１５年度終了の４３課題について事後評

価を実施する。また、平成１５年度終了の個人型研究１００課題につい

て、事後評価を実施する。 

・中間評価の結果は研究チーム編成の見直しや資源配分へ反映し、事後評

価の結果については事業運営の改善に反映させる。 
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・平成１６年度に研究が終了する研究課題の研究代表者等より研究提案を

募り、外部専門家による評価を踏まえ、研究期間終了後に継続研究へ移

行する研究課題を研究期間終了６ヶ月以上前に決定する。 

・公募型の平成１１年度発足の 1領域について中間評価を行うとともに、

平成１５年度終了の 1 領域について事後評価を実施し、評価の結果は資

源配分や事業運営の改善に反映させる。また、公募型の平成８年度終了

の２領域について追跡調査を実施する。 

・研究課題及び研究領域の中間、事後評価、並びに追跡調査については、

結果がまとまり次第、ホームページ等により公表する。 

・研究課題が終了した研究者に対してアンケート調査を実施し、その結果

を制度の改善に反映させる。 

 

 ②卓越した人物を総括責任者とする独創性に富んだ基礎研究の推進 

・継続１６プロジェクトについて研究を推進し、平成１２年度発足４プロ

ジェクトについて中間評価を行うとともに、平成１５年度終了する４プ

ロジェクトについて事後評価を実施する。 

・評価は外部専門家により行い、中間評価の結果は研究チーム編成の見直

しや資源配分へ反映し、事後評価の結果については事業運営の改善に反

映させる。 

・平成１０年度終了４プロジェクトについて、追跡調査を実施する。 

・中間・事後評価及び追跡調査については、結果がまとまり次第、ホーム

ページ等により公表する。 

  

③基礎的分野における世界の英知を集めた国際共同研究の推進 

・継続６プロジェクトについて研究を推進し、平成１２年度発足1プロジ

ェクトについて中間評価を行うとともに、平成１５年度終了する２プロ

ジェクトについて事後評価を実施する。 

・評価は外部専門家により行い、中間評価の結果は研究チーム編成の見直

しや資源配分へ反映し、事後評価の結果については事業運営の改善に反

映させる。 

・平成１０年度までに終了した５プロジェクトについて、追跡調査を実施

する。 

・中間・事後評価及び追跡調査については、結果がまとまり次第、ホーム

ページ等により公表する。 

   

④特定分野におけるシミュレーション等計算科学技術を活用した研究開発の
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推進 

・平成１３年度に採択した２１課題について引き続き研究を推進する。 

 

  ⑤研究成果の公表、普及 

・研究成果は、レベルの高い国際誌を中心に研究論文として積極的に投稿

し、公表する。 

・成果の公表・普及のために報告会、シンポジウム等を開催する。シンポ

ジウム等の開催数は以下とする。 

  戦略的創造研究推進事業 

研究成果報告会  １回 

このほか、研究領域毎のシンポジウム等を開催する。 

・研究成果については、研究成果展開総合データベース（Ｊ―ＳＴＯＲＥ）  

に掲載すること等によりデータベース化を進めるとともに、知的財産に

配慮しつつホームページ等により公開する。 計算科学を活用した研究

開発の研究成果のソフトウェアについてはソフトウェアライブラリを利

用し、広く公開・流通を図る。 

・知的財産権の権利化を進めるとともに、研究成果については、機構が実    

施する技術移転制度やＴＬＯ等による社会還元を促進する。 

・日本科学未来館等国民が直接研究成果に接する機会を提供する活動に積

極的に協力する。 

 

（２）社会技術研究の推進 

・社会技術研究推進のため「社会技術研究フォーラム」、「ミッション・プロ  

グラム」、「公募型プログラム」を実施する。 

・「社会技術研究フォーラム」については、社会問題の本質を認識し、その解

決を図る研究のあり方について継続的に議論する。 

・「ミッション・プログラム」については、社会問題の解決を図るために重要

と考えられて設定した既存のミッションに基づき、その目標達成に向け  

研究を推進する。 

・「公募型プログラム」については、既存の３領域について、平成１３、１４

年度採択課題の研究を推進するとともに平成１５年度採択課題の研究を開始

する。 

・新規ミッション・プログラム及び公募型プログラムの新規研究領域等の平  

成１６年度設定に向け、調査・検討を実施する。 

・既存ミッション（安全性に係わる社会問題解決のための知識体系の構築）  

について、中間評価を行い、研究の運営に反映する。 
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・研究成果の公表や意見交換等を目的として、以下の活動を実施する。 

国際シンポジウム １回 

公開シンポジウム ３回 

ワークショップ  ６回 

学会発表等   １０件 

 

（３）対人地雷探知・除去技術の研究開発の推進 

・人道的観点からの対人地雷の探知・除去活動を支援するセンシング技術、  

アクセス・制御技術の基盤的な研究開発を推進する。 

・研究開発全体を統括する研究総括を置き、その下に産学官からなる研究開  

発チームを組織して研究を推進する。研究総括を技術面で補佐するスタッ  

フを配置するとともに、各研究チームへの支援スタッフの派遣、試験研究  

用材料等の購入等により、研究を支援する。 

 ・実証試験に供しうる技術の開発を目標に、引き続き研究開発を実施する。 

 

（４）研究開発戦略の立案 

・大学、民間等において、研究開発やその企画・運営の経験のある者等を、上

席フェローの下で調査・分析を担うフェローとして任期付きで雇用し、戦略立

案の体制を整備する。 

・様々なデータベースの活用や研究者へのインタビュー等により、内外の研  

究開発動向及び社会的・経済的ニーズを調査・分析し、今後必要となる研究開

発領域や課題等を抽出する。 

・今後の研究開発戦略の形成を目的として、「科学技術未来戦略ワークショッ

プ」（仮称）等の開催により、広範な関係者の参加を得て、オピニオンの形

成と集約を行う。 

・上記をもとに、機構の基礎研究事業において重点的に推進すべき研究領域等

の企画・立案を行う。 

・上記の活動を通じて得られた成果が機構の事業全般において広く活用され  

るよう、関連部署に得られた成果を提供する。 

 

２．新技術の企業化開発 

（１）委託による企業化開発の推進 

・大学、公的研究機関等の研究者を訪問する等、常時収集に努め、研究成果の

うち、開発リスクが大きく、経済的、社会的に大きな波及効果が期待できる

ものを対象として、技術開発力、経営基盤等を有する企業等に開発を委託す

る。 
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・大学・公的研究機関等に対して開発課題を広く募集し、外部専門家・有識者

により事前評価を行い、優れた開発課題を選定して開発を委託する。 

・開発が５年を越える課題については中間評価を行う。開発終了した課題は  

事後評価を行い、開発目標の達成度等の評価を行う。評価結果については  

知的財産等に配慮しつつ公表する。さらに、成果の実施状況等につき追跡  

調査を実施する。 

・開発が成功した課題については、開発実施企業に支出した開発費の返済を  

求める。 

・実施料、優先実施期間、開発費の返済条件等については研究者や開発企業  

のインセンティブを配慮した実施方針の検討を行うとともに、開発期間や  

開発費等を柔軟且つ弾力的に運用する。 

・開発終了課題について、成果を普及するため、企業において成果を実施す  

るように促すほか、技術説明会等により広く開発成果を紹介する。 

  

（２）研究成果の移転に向けた効率的な技術開発等の推進 

①研究成果の実用化に向けた技術開発 

イ．研究成果の実用化プランの作成、育成手段の助言 

・技術移転プランナーを配置し、育成候補課題を対象に実用化プランを作

成し、最適な育成手段を研究者に助言する。また、実用化が有望である

がデータが不足している研究成果については、研究者又は企業の協力を

得て追加の調査研究（データ補完、技術加工）を行う。 

ロ．成果育成プログラムの実施 

・成果育成プログラムＡ（権利化試験） 

平成１６年度採択課題について、課題提案を公募する。 

平成１４年度採択課題について引き続き試験を実施するとともに、平成

１５年度採択課題について試験を開始する。 

平成１３年度採択課題（平成１４年度末終了）について事後評価、追跡

調査を実施する。 

・成果育成プログラムＢ（独創モデル化） 

平成１６年度採択課題について、課題提案を公募する。 

平成１５年度採択課題について引き続きモデル化を実施し、成果報告を

取りまとめる。 

平成１４年度終了課題について事後評価、追跡調査を実施する。 

②研究成果のあっせん・実施許諾 

イ．研究成果の収集・公開業務の推進 

・研究成果を収集し、研究成果展開総合データベース（Ｊ－ＳＴＯＲＥ）
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に掲載するとともに、専門家により企業への紹介を行う。 

・新技術説明会及び技術移転支援フェア等を開催し、企業が関心を示した

ものは、あっせん・実施許諾等の段階に移行させる。 

ロ．開発あっせん・実施許諾業務の推進 

・技術移転に関して経験を有する専門家等を活用して企業等への紹介、企

業化開発のあっせん・実施許諾を行う。また、実用化促進委員、技術移

転プランナー等の連携促進により仲介者ネットワークの拡充に努める。 

・平成１５年度通期の開発あっせん・実施許諾の件数として、特許ベース

１２０件以上、企業ベース６０件以上を目指す。 

 

（３）大学発ベンチャー創出の推進 

・成果育成プログラムＣ（プレベンチャー） 

平成１５年度採択課題について研究開発を開始する。 

平成１３、１４年度採択課題については研究開発を継続する。平成１４年度

採択課題の中間報告会を開催する。 

平成１２年度採択課題について研究成果報告会、事後評価を実施する。 

平成１１年度採択課題(終了)について追跡調査を実施する。 

・大学発ベンチャー創出事業 

プログラムオフィサーを委嘱するとともに、平成１５年度採択課題を選定し、  

研究開発を開始する。 

  

（４）技術移転の支援の推進 

①研究成果特許化支援業務の推進 

・技術移転総合相談窓口を設置し、フリーダイヤル、専用メール及び一般電

話や個別面談による相談を受付ける。ホームページ等による一般への周知

を推進するとともに、平成１５年度下期は約１５０件以上の相談件数に対

応できるよう体制を整備する。 

・平成１５年度上期に立ち上げた大学・ＴＬＯ等への特許出願支援に関して、  

当該機関からの要請に十分応えられるよう、的確な目利きと迅速な処理を  

行い 、支援体制の強化に努める。特に国際特許出願に重点を置く。 

②技術移転のための人材育成業務の推進 

・技術移転のための人材育成プログラム研修を実施する（基礎研修６回、実

務応用研修を４回）。 

・平成１５年度下期は基礎研修と実務応用研修を合わせて、延べ１２０人以

上の参加者に対して実施する。 
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（５）研究成果活用プラザを拠点とした事業の展開 

・平成１６年３月までに研究成果活用プラザを京都市に竣工する。 

・各地域の自治体や関係機関との連携を図り、地域の現状を考慮し策定した運

営方針の下に各プラザの運営を行う。 

・科学技術コーディネータを各プラザに配置する。（各プラザ４人） 

・科学技術コーディネータは、技術動向調査等を通して、地域の大学、企業等

における研究ニーズ、シーズを探索するとともに、研究開発促進拠点支援事

業の成果等を活用して、大学等の独創的な研究者を中心とした研究会、セミ

ナーをプラザにおいて開催する。 

・プラザに、科学技術コーディネータの業務補助を通じ、次世代のコーディネ

ータを育成することを目的にコーディネートスタッフを配置する。また、他

の制度におけるコーディネート活動従事者との連携を図るため、各種制度コ

ーディネータの連携方策等について検討する連絡会を発足させる。 

・各プラザに、機構各事業のパンフレット、パネル等の展示を行うとともに、

科学技術コーディネータの活動を通じ、事業紹介を図る。 

・各プラザにおいて大学、企業及び機構が共同して育成研究を実施する。 

・機構の他の制度と連携するなど、プラザ内の研究室について有効活用する。 

 

３．科学技術情報の流通促進 

（１）科学技術の研究開発等に関する情報の流通促進 

①研究開発活動等のデータベース化 

・研究情報基盤を着実に整備するため、以下のデータベースの整備等を行い、  

インターネット等を活用して提供する。 

・提供するデータベースについては、当該データベースの利用者の需要動向

等を定期的に調査し、データベース化する情報や提供方法の改善、積極的

かつ効果的な広報活動、利用者の利便性向上等の取組みを進める。 

・関連性の高いデータベースについては、当該データベースの利用数の向上

のため、データベースを統合的に検索することが可能となるようなシステ

ムの検討を行う。 

 

イ．研究開発支援総合ディレクトリデータベース 

・研究者等の研究開発活動の支援のため、国内の大学・公的研究機関等の

約２，３００機関を対象とした調査を実施し、研究機関情報、約２０万

人の研究者情報、４９，０００件の研究課題情報、３，２００件の研究

資源情報を収集し、データベースを整備し、提供等を行う。 

・アンケート調査の際に全研究者へＷｅｂ入力用ＩＤを発行する等、Ｗｅ
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ｂ入力機能の利用を促進する。 

・電子的なデータ交換を検討している機関の訪問を行い、他機関の作成し

たデータベースとのデータ共有や電子的なデータ交換等の普及を促進す

る。 

・技術移転関係のフェア等に出展し、データベースの活用・普及を図る。 

・以上を通じて研究開発支援総合ディレクトリデータベースのアクセス数  

 について着実に増加させる。 

ロ．研究成果展開総合データベース 

・研究開発成果の迅速な展開のため、特許等の研究成果情報を収集・加工

して、データベースを整備し、提供等を行う。 

・他機関の研究成果データの研究成果展開総合データベースへの収録につ

いて、関係機関との協議を進める。 

・技術移転関係のフェア等に出展し、データベースの活用・普及を図る。 

・未公開特許情報のうち、公開されたものを速やかに公開特許情報へ移行

するために必要な公開公報データ取得機能の試験的運用を開始する。 

・以上を通じて研究成果展開総合データベースのアクセス数について着実 

 に増加させる。 

ハ．研究者人材データベース 

・研究者等の多様なキャリアパスの開拓や能力、技術を有効活用するため、

教育職、研究職、技術職に関する求人公募情報及び求職研究者情報等を

収集して、それらに関するデータベースを整備し、提供等を行う。 

・国内の大学、公的研究機関を主な対象にパンフレット・ポスターを配布

するとともに、公募情報のインターネット調査を実施して、本データベ

ースの周知を行う。 

・データベースの広報活動等を通じて、求人会員・求職会員を増加させる。 

求人公募情報や求職研究者情報の研究分野別集計等の利用者分析を行い、  

広報宣伝効果の期待できる学会誌等メディアへの広告掲載を行い、アク

セス数を着実に増加させる。 

②研究情報のデータベース化 

・公的研究機関が研究成果として所有する試験・研究データについて、公的

研究機関と共同でデータベース化を行い、データベース化終了後、データ

ベースの公開・運用を公的研究機関と共同で行う。 

・データベース公開後、外部専門家・有識者からなる委員会により事後評価  

を行う。評価結果については、当初のデータベース化計画の達成度等を明

らかにして公表する。 

③技術者の継続的能力開発のためのコンテンツ開発・提供及び失敗知識デー
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タベースの整備 

イ．技術者の継続的能力開発のためのコンテンツ開発・提供 

・外部専門家・有識者からなる委員会での調査・審議を踏まえて、下期４

５テーマの能力開発コンテンツを開発・整備するとともに、平成１４年

度までに開発・整備したコンテンツをインターネット等を通じて提供す

る。 

・普及のため学会でのデモンストレーション等を行う。 

・以上を通じて能力開発コンテンツの年間利用件数を増加させる。 

ロ．失敗知識データベースの整備 

・外部専門家・有識者からなる委員会による調査・審議に基づき、失敗事

例データの収集及び分析を行うとともに、７５０件以上を収録したデー

タベースの整備を行う。 

・試験公開を通じて得た知見等により、一般公開に向けた失敗知識データ

ベースの改良点を検討する。 

④バイオインフォマティクスの研究情報基盤整備の推進 

・生命情報データベースの高度化、標準化、高機能生体データベースの運用・

機能拡張、研究開発の推進を統括、副統括の指導のもと実施する。 

・研究開発課題については、統括が外部専門家・有識者からなる委員会の協  

力を得て、平成１３年度に開始した７課題を対象に評価を行い、平成１６

年度以降に継続して実施する課題の選定を行う。 

・４生命情報データベースについて、公開へ向けて高度化、標準化の研究開

発を継続して実施する。 

・普及研修会を開催し、データベースの活用・普及を図る。 

・地球規模生物多様性情報機構（ＧＢＩＦ）の活動を推進するために設置さ

れたＧＢＩＦ技術専門委員会の事務局としての活動を行い、日本ノードの

設置について検討する。 

⑤国内外の科学技術情報に関する提供システム等の整備、運用 

イ．科学技術関係資料の収集及びインターネット等による提供 

・科学技術関係資料を、国内資料を１２，０００タイトル規模、国外資料

を４，６００タイトル規模で収集する。 

・収集した資料に掲載された論文等ごとに論文名、著者名、発行日等の書

誌情報等について ９０万件規模（下期４６万件規模）のデータベースを

整備する。 

ロ．科学技術情報発信・流通総合システムの整備・運用 

・我が国の学協会の電子ジャーナル出版を支援するため、論文の審査、編

集、流通等を統合的に行うシステムを開発し、運用する。 
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・開発を進めてきた新システムに移行するとともに、必要な機能拡張のた

めの開発を行う。 

・ＪＳＴリンクセンターを活用し、他の電子ジャーナルやデータベースと

の引用文献リンクを行う。また、リンク可能な引用文献数の拡大のため、

国内外の諸機関に対してＪＳＴリンクセンターへの参加の働きかけを行

うとともに、リンク情報の整備、拡充を行う。 

・新規学会説明会（１回）や学会誌への掲載等の普及活動を通じて、科学

技術情報発信・流通総合システムの参加学会誌数を２７８学会誌以上と

する。 

・以上を通じて科学技術情報発信・流通総合システムのアクセス数を増加 

 させる。 

ハ．科学技術に関する文献情報の英文による提供 

・機械翻訳の活用により我が国の科学技術に関する文献情報を１５万件

（下期７.５万件）英文化し、毎年度１５万件（過去３年以内を収録）を

インターネット経由で世界に向けて情報を発信する。 

・インターネットのホームページの改造等を行い、利用者から見て利用し

易い画面、システムとすることにより利用拡大を図る。 

・以上を通じて英文化された科学技術に関する文献情報へのアクセス数を 

 増加させる。 

ニ．研究開発成果の産業化の促進のための文献・特許の統合検索システム

の整備・運用 

・特許調査における利便性向上の観点から、特許データベースと文献デー

タベースを共通の方法で検索するため、文献データベースに特許分類を

効率的に付与する方法の検討を行う。 

・特許と文献の総合検索システムを実現するため、民間事業者との連携の

ためのシステムの概念設計を行う。 

⑥科学技術情報に関する国際協力、標準化 

イ．科学技術情報活動における国際協力の推進 

・国内の研究情報に関する英文ディレクトリの作成を行いインターネット

経由で世界に向けて情報を発信する。 

・ＪＳＴ技術移転支援フェア等における英文ディレクトリの紹介等の普及

活動を行うことにより、英文ディレクトリへの年間アクセス数を増加さ

せる。 

・灰色文献国際会議（アムステルダムで開催予定）に、プログラム委員会

委員として積極的に参加する。 

・アジア・太平洋地域諸国と科学技術情報活動についての情報交換のため
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のワークショップを開催する。また、参加諸国から我が国に研修生を受

け入れ、研修を実施する。 

ロ．科学技術情報の流通を円滑化するための基準の制定 

・科学技術情報の流通を円滑に促進するため、科学技術情報流通技術基準

（ＳＩＳＴ）の普及を目的とし、ＳＩＳＴの制定・見直しを行うための

各種委員会等の開催及び説明会の開催、インターネット等を活用した情

報提供等を行う。 

⑦ＩＴＢＬ材料アプリケーションの開発 

・ＩＴＢＬ(ＩＴ－Ｂａｓｅｄ Ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ)プロジェクトにおけ

るアプリケーションの一つとして、分散した物質・材料データベースを統

合的に検索するシステムの開発を継続する。また、インターネットを通じ

て、平成１４年度までに開発したシステムの一部機能の試験公開を開始す

る。 

⑧省際研究情報ネットワーク（ＩＭｎｅｔ）の運用 

・相互接続拠点を運用しつつ、国内及び海外ネットワークとの相互接続を順

次終了し、１０月末までに相互接続拠点の運用を終了する。 

・各接続拠点の設備を撤去し、ＩＭｎｅｔを廃止する。 

 

（２）科学技術に関する文献情報の提供 

・国内外の科学技術関係資料の抄録等を作成してデータベースを整備し、オン

ライン等による科学技術情報の提供等を行う(ＪＯＩＳ)。また、国際科学技

術情報ネットワーク（ＳＴＮ）事業をケミカルアブストラクツサービス（Ｃ

ＡＳ）、フィッツカールスルーエ（ＦＩＺ－Ｋ）と共同で運営し、国内の科

学技術に関する文献情報を海外へ提供するとともに国内利用者へ海外の科学

技術に関する文献情報を提供する。 

・科学技術情報の流通を促進するため、科学技術文献速報等の出版物を発行  

する他、複写サービス、受託検索サービス等を行う。 

・国内外の科学技術関係資料に関する書誌情報に対して、日本語抄録等を付与

した ９０万件規模（下期４６万件規模）の文献情報データベースを作成する。 

・文献情報データベースの作成については収益性を確保しつつ網羅性の維持  

に努め、研究情報基盤の整備を目的として実施する。 

・大学等教育研究機関・国公立試験研究機関等（独法を含む）に対する利用拡

大を図り、科学技術の振興に寄与するため、安価な価格設定で情報を提供す

る。また企業の知的財産部、中小企業、公共図書館等利用者の利用拡大を図

る。 

・文献情報データベースの利用者に対するアンケート調査及びヒアリング調  
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査や各支所等で行っている研究会等を通じ、利用者の意向を把握してサービ

ス等の向上に反映させる。 

・速報性優先誌、並びに各作業工程の処理期間短縮を目標とするガイドライン

を設定し、速報性の向上に取り組む。 

・作成した文献情報データベースについてインターネット等を活用して利便  

性を向上させることにより、文献情報データベースの利用件数２，８３０万

件（下期１，４１５万件）以上の利用、累積アカウント数１１，０００件以

上とし、幅広く研究者、技術者の研究活動における情報取得をサポートする。 

・文献情報データベースの普及のため、利用者研修会を開催する。 

・文献情報データベースと各種電子ジャーナルのリンクを充実させることに  

より利用者の利便性を向上させ、文献情報データベースから原文献への年間

アクセス数１６，０００件以上とする。 

 

４．科学技術に関する研究開発に係る交流・支援 

（１）地域における産学官等が結集した共同研究事業等の推進 

・平成１５年度新規開始地域を原則４地域採択する。実施地域の選定に当たっ

て、外部有識者を含む委員会において評価を行い、評価結果を公表する。 

・事業の推進、調整に当たり、機構は都道府県等が指定する地域の科学技術振

興を担う財団等（中核機関）と協力し、運営体制を整備する。 

・中核機関に事業マネジメントの最高責任者である事業統括、技術的判断の最

高責任者である研究統括を配置する。 

・研究の実施に当たり、公設試験研究機関内やレンタルラボ等に当該共同研究

の中核を形成するコア研究室を設置し、研究員を配置する。 

・新技術・新産業の創出に資するため、研究者の成果を実用化させるための新

技術エージェントや弁理士、税理士、会計士等の事業化に必要な専門的知識・

経験を有する人材をアドバイザーとして一時的な利用を可能とするスキルバ

ンクを中核機関に配置する。 

・平成１３年度事業開始地域に対する、事業の継続を含め方向性を検討するた

めの中間評価を、平成１０年度事業開始地域（平成１５年度事業終了地域）

に対する、事業成果に関する事後評価を、外部有識者を含む委員会で行い、

評価結果を公表する。 

・成果を有効活用するために、文部科学省及びその他関係行政機関等と有機  

的連携を行う。 

・新技術エージェント会議や中核機関事業総括スタッフ会議等の開催によ   

り、失敗事例、成功事例を分析し、ノウハウを共有化する。 
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（２）地域における研究開発促進のための拠点への支援の推進 

・公募により選定した各地域において、技術移転、特許等に専門的な知見を有

し、大学等のシーズの発掘と企業等のニーズを融合させることができる人材

をコーディネータとして配置する。なお、新たな地域の募集は実施しない。 

・各コーディネータは、大学等の研究成果のシーズ調査、企業のニーズ調査、  

育成試験の実施、技術移転関連の諸事業への橋渡し等の産学官交流・技術移

転に係わる諸活動を行い、地域の連携拠点機関と協力して、研究成果を育成・

活用する。 

・地域におけるコーディネート機能の構築等科学技術基盤形成の強化に資す  

るため、平成１３年度事業開始地域に対する、事業の継続を含め方向性を検

討するための中間評価を、外部有識者を含む委員会で行い、評価結果を公表

する。 

・成果を有効活用するために、文部科学省及びその他関係行政機関等と有機的

連携を行う。 

・コーディネータ会議を開催し、失敗事例、成功事例を分析し、ノウハウを共

有化する。 

 

（３）戦略的な国際科学技術協力の推進 

・文部科学省より示される平成１５年度に実施する課題での協力に関し、カウ

ンターパートの外国機関と協力方法について予め協議し、合意する。 

・当該課題に関し、カウンターパートの外国機関との合意内容に基づき、両機

関が連携して研究集会の開催等を行う。 

 

（４）国際シンポジウムの開催、外国人宿舎の運営等 

・北京シンポジウム、日米先端工学シンポジウム、アジア太平洋科学技術マネ

ジメントセミナーを開催する。 

・上記のシンポジウム、セミナーで得られた情報については、基礎研究推進事

業をはじめ、他の事業でも活用できるよう情報提供する。 

・海外事務所等を拠点とし、海外との連絡調整、情報収集活動を行う。 

・外国人研究者用宿舎に関して８０％以上の入居率を達成するべく、外国の研

究者を受け入れる独法や大学に勧誘活動を行う。 

 

（５）異分野交流の推進 

・自然科学のみならず、人文・社会科学も含む異なる研究分野、組織の研究者

の交流の場を提供するため、有識者を含む委員会において平成１５年度上期

に選定した４テーマについて、コーディネータを中心にフォーラムを開催す
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る。フォーラム参加人数は５０人/回程度とする。 

・平成１４年度に実施したワークショップのテーマから、より検討対象を絞っ

た調査研究を行うため、領域探索プログラムを１テーマ実施する。 

・各プログラムの結果については、報告書を取りまとめ、翌年度公表する。 

 

（６）研究協力員の派遣を通じた研究支援 

・平成１４年度までに採択した８６課題について引き続き研究協力員を派遣  

する。 

・平成１５年１２月をもって３年を経過する平成１２年度採択の２８課題に  

ついて、国立試験研究機関等から提出される中間報告書を取りまとめ、公表

する。 

・事後評価の方法について検討する。 

 

５．科学技術に関する知識の普及、国民の関心・理解の増進 

（１）科学技術に関する学習の支援 

①スーパーサイエンスハイスクールにおける活動の支援 

・文部科学省がスーパーサイエンスハイスクールに指定した平成１４年度指

定校２６校、平成１５年度指定校２６校 計５２校について、指定校、教

育委員会等と密接な連携を図りつつ、円滑かつ迅速に指定校における先進

的な科学技術学習等の取組を支援する。 

・支援方法について、より円滑かつ迅速に実施できるよう実施状況を踏まえ

つつ見直しを行う。 

②先進的科学技術・理科教育用デジタル教材の開発・普及 

・最先端の研究開発分野を選定し、この研究テーマについて、学校の教員か

らデジタル教材を活用した授業案のアイデアを募集・公開し、このアイデ

アをもとにデジタル教材を開発する。 

・デジタル教材の開発に当たっては、外部専門家・有識者からなる委員会及

び教材開発のための分科会において十分に審議を行った上で推進する。ま

た、開発したデジタル教材を実証的試験において学校等で活用し、開発手

法に関する有効性を検討する。 

・デジタル教材及びその提供方法について、平成１４年度に選定した１地域

及び平成１５年度上期に選定した６地域において実証的試験を実施し、評

価を実施する。 

・平成１５年３月に試験的に公開を開始したデジタル教材の提供システム

「理科ねっとわーく」について引き続き試験公開を行い、平成１７年度ま

での本格的提供に資する。 
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・「理科ねっとわーく」について、平成１５年度末までに教員等の登録者数

を３，０００名以上とするよう、本システムの周知・普及を図る。 

③各教育委員会等との連携強化による成果の普及 

・成果発表会やインターネット、成果報告書を通じ、教員や教育委員会に対

し成果の普及・活用を図る。 

・教員が参加する理科研究会等、教員等教育関係者が多く参加するイベント

等に積極的に出展し、事業及び成果の普及・活用を図るとともに、関係機

関への働きかけを行いつつ新聞・雑誌等メディアを活用し、事業の周知を

図る。 

 

（２）地域における科学技術理解増進活動の推進 

①科学館活動支援等地域における科学技術の普及の推進 

・科学館と地域の学校との連携による児童生徒の科学技術の関心の喚起、理

解の増進に資する企画、科学館の職員と学校の教員との連携による科学技

術学習に資する教材等資料の開発、児童生徒がものづくりの楽しさ、おも

しろさを体験し、学習できるロボット・実験に関する学習メニュー開発に

ついて平成１５年度上期に外部専門家・有識者等による委員会の審議によ

り選定した支援テーマの実施・開発を支援する。 

・実施した企画、開発した教材等資料及び学習メニューについては、参加者

等によるアンケート等による支援対象機関からの報告・自己評価を受け、

委員会等による事後評価を実施する。 

・支援方法についてより効果的・効率的なものとなるよう、実施状況、支援

対象機関からの意見を踏まえ、見直しを行う。 

・学習メニュー、教材等資料の開発成果については、成果発表会を実施し、

成果の普及を図るとともに、インターネットにより情報を発信する。 

・他機関との連携により国際的な拡がりのある青少年向けのコンテスト等を  

共催し、各地域における科学技術学習機会を充実させるとともに、成果発

表会等も含め科学技術理解増進手法に関する情報交換の機会を提供する。 

・全国の科学館から科学館の概要やイベント情報を収集し、適時更新を行い、

インターネットを通じて全国に情報を発信する。 

②地域における科学技術理解増進活動を担うボランティア人材の活動推進 

・地域において募集等によりボランティア人材を確保し、ボランティア等に

対する研修等を通じて養成し、その活動を推進していくことによりボラン

ティアが効果的に活動できる環境を整備する。 

・科学技術理解増進ボランティア同士やボランティアと学校、科学館、研究

機関等とが連携した活動に対して積極的な支援を行うとともに、インター
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ネット等を活用しつつ情報発信を推進し、地域の科学技術理解増進リソー

ス間の有機的連携関係を構築する。 

 

（３）全国各地への科学技術情報の発信 

①ＴＶ向け科学技術番組の開発 

・番組、放送形態等について、評価のための実施項目を定め、モニター調査

を実施する。 

・トピックに応じた形で番組制作が行うことができるよう大学、研究機関や

研究者、技術者との連携関係を構築するとともに、モニター調査等視聴者

のニーズを踏まえつつ、様々な観点からの番組制作を実施する。また、放

送番組の編成や適正については、外部専門家・有識者からなる委員会にお

いて審議する。 

・科学技術映像祭に出展し、番組の評価を推進する。 

・ＴＶ向け科学技術番組のインターネットによる配信を実施するとともに、

ＴＶメディア、インターネットによる配信の周知を図り、視聴数増を図る。 

②波及効果の高いメディアの活用やイベントの開催 

・科学技術理解増進についての手法の情報交換を、日米をはじめ国際的に検

討していく。 

・バーチャル科学館等青少年の興味・関心に応じ、インターネットを通じた

情報発信を推進する。 

・著名な研究者を招聘した講話を実施し、科学技術に関する知識を普及する

機会の充実を図るとともに、参加者に対しアンケート等調査を実施し、効

果の検証を行う。 

③先駆的な手法を用いた展示手法、展示物の開発 

・科学館等での活用を図るための最先端の科学技術を身近に感じ、体験でき

る新たな展示の開発を１テーマ行う。 

 

（４）日本科学未来館の整備・運営 

①展示の充実 

・来館者のニーズに応えた魅力ある展示を行うため、来館者に対するアンケ

ート調査等に基づく結果の分析、評価を行う。 

・最先端の科学技術の動向をフォローするため、研究者・技術者等から情報

を収集するとともに、展示、実験プログラム等の開発に際しては、研究者、

技術者の参画を得る。 

②運営の改善 

・冬、春休みにおいては、通常休館日である火曜日を開館日とする。 
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・来館者から寄せられるメールや電話、アンケート等により、施設環境につ 

 いての来館者の要望等の把握を行うほか、要望が寄せられている授乳室の 

 設置について検討を行う。 

・学会等の講演会、シンポジウムなどの開催を促進するため、研究機関や学

会等への広報活動を行うとともに、研究者、技術者が一般の方々と交流す

るイベント、セミナー等を開催する。 

③運営体制の充実 

・登録ボランティアの増加及び友の会会員の増大を図るため、インターネッ

ト等でボランティア及び友の会の活動内容を知らせるとともに、エントラ

ンス等での来館者に対する勧誘を積極的に行う。 

・新しいタイプの科学館スタッフである科学技術スペシャリストを雇用し、

能力開発制度による育成を図るほか、研修会等への参加を実施する。 

・研究者・技術者等の有識者を含む総合監修委員会を開催し、事業運営につ

いての意見を聴取し、その反映について検討する。 

④他機関との連携 

・国内の科学館等との連携を図るため、科学館連携ネットワークを構築する

とともに、海外の科学館等との連携を図るため、各国の科学館等の関係者

が集まる会議に参加し、日本科学未来館についての情報発信を行う。 

・国立科学博物館、科学技術館との連絡会議を実施し、今後の連携方策を検

討する。 

・科学館人材の育成のため、研修会を開催する。 

・大学院等との連携により日本科学未来館をフィールドに使った理解増進手  

法に関する共同研究等を推進する。 

⑤来館者数の確保 

・以上を実施し、平成１５年４月から平成１６年３月末までの１年間で来館

者数５０万人以上を確保する。 

・来館者の増大を図るため、広報活動を行う。 

 

６．その他行政等のために必要な業務 

（１）関係行政機関の委託等による事業の推進 

我が国の科学技術政策の推進に貢献すること等を目的として、関係行政

機関等の委託等により、専門的能力を必要とする各種業務を実施する。 

 

Ⅱ業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 

１．組織の編成及び運営 

（１）組織の運営 
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・企画機能を強化するため、各調整室に企画機能を持つ組織としての位置づけを

行う。 

・経営諮問機関に相当する組織の発足を検討する。 

・年度当初に予算の一定割合を留保し、理事長が各業務の進捗状況を把握して、

計画達成のために追加の予算配布を行う運営を行う。 

・決裁権限を見直し、部室長の権限の強化を検討する。 

 

（２）組織の編成 

・効率的・効果的な組織編成及び人材配置等を行うための情報収集を目的として、

既存事業の進捗状況及び新規予算の獲得状況等、業務の実情を把握するための

ヒアリングを半期毎、又は必要に応じて実施し、その結果を主として４月、１

０月の人事異動に反映する等、左記内容を実現する具体的な方策について検討

し、平成１６年度からの導入を目指す。 

 

（３）職員の研修及び業績評価 

・自己啓発及び能力開発のための研修として①階層別教育研修（新入職員、新任

の課長級、課長代理級、係長級）、②外部研修機関を利用したテーマ別教育研

修、③国の機関が実施する各種職務研修、④キャリアアップを図るための各種

通信教育など各種研修を実施する。 

・現行の人事制度の問題点を抽出し、これを踏まえた上で、新規人事制度の制度

設計及び導入時期についての検討を進める。この際、評価項目及び評価基準の

公開、評価結果のフィードバック又は評価結果の処遇への反映方法の合理的な

基準の設定等、その透明性及び公平性について特に留意する。 

 

２．業務運営の効率化 

（１）事務の効率化、合理化及び経費の削減 

国において実施されている行政コストの効率化を踏まえて、以下の事項

を含む業務の効率化を進め、一般管理費（人件費を含む。なお、公租公課

を除く）及び業務に係る事業費について、業務の効率化を行う。 

また受託事業収入で実施される業務についても効率化に努める。 

①スケールメリットを活用した効率化等 

・民間の経費節減に関するノウハウも参考にしつつ、業務効率化の具体的方

策を検討する。 

・事務用品等消耗品や各種機械等についても業務に影響の出ない範囲で共同

購入を実施するとともに、より一層の競争入札の導入を推進する。 

・図書資料等の共有化を一層進める。 
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・各事業の研究等終了後の物品情報を積極的に公開し、利活用の機会を拡大

し、物品の有効利用を推進する。 

・基礎研究事業における事務参事会議、地域関係事業におけるコーディネー

タ会議等を開催し、業務運営の効率化に関する情報、ノウハウを共有化する。 

・海外事務所の経理報告書の共通化を図り、効率的な経理処理が行える方法

を検討する。 

・機構が行う会議の会場の選定に当たっては、日本科学未来館のホール、会

議室を積極的に利用する。 

・日本科学未来館のホール、会議室等の外部利用を積極的に推進するため、

学会、研究機関等への広報を積極的に行う。 

②管理的経費の節減 

・管理部門の管理費の節減に努め一般管理費を削減する。 

・日本科学未来館、研究成果活用プラザ等を含む機構の全施設において管理

部門の光熱水料の節減に努め、固定経費を削減する。 

・戦略的創造研究推進事業において平成１５年度に新規に発足した公募型領

域の事務所については、既設の領域事務所の場所も勘案しつつ地理的集約化

を行う。  

・知的財産の保有コストを節減する観点から、特許の価値（代替技術の有無、

事業プランの実現性等）について評価するシステムの導入を検討する。  

③電子化・ペーパーレス化の推進 

・電子決裁等の導入に関する全体計画・仕様等を作成する。 

・東京本部をＩＰ－ＶＰＮ網に接続し、可能な研究事務所からＩＰ－ＶＰＮ

網を利用した接続に切り換える。 

・内線用電話回線とネットワーク用通信回線をＶｏＩＰ技術により統合し、

内線用電話回線を廃止する。このため、老朽化した電話交換機を更新する。 

・特許申請、外部発表投稿票等について電子ファイル化を進め、効率的に管

理できるようにする。 

・公募を行う事業のうち、可能なものから、電子的に申請を受け付ける。 

④文献情報提供業務における効率化 

・業務運営の効率化の方策を検討し、推進する。 

・抄録作成作業の合理化、経費削減のための方策を検討する。 

・ユーザーに対するアンケート調査及びヒアリング調査等を実施し、利用者

の意向を把握してサービス等の向上及び収支改善について検討する。 

・紙媒体で出力している各種資料のうち電子媒体に移行できるものは電子媒

体で発行することを検討する。 
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（２）アウトソーシング及び外部機関との連携 

・外部の専門的な能力を活用することにより高品質のサービスが低コストで入手

できるものについてアウトソーシングを積極的に活用し、事務を効率化、合理

化する。 

・日本科学未来館と国立科学博物館、科学技術館との有機的な連携協力を推進す

るため、連絡会議を開催するとともに、実務担当者の意見交換会を開催する。 

 

Ⅲ予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画 

別紙参照 

 

Ⅳ短期借入金の限度額 

短期借入金の限度額は２２４億円とする。短期借入が想定される事態として

は、運営費交付金等の受け入れに遅延が生じた場合である。 

 

Ⅴ重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、その計画 

重要な財産を譲渡、処分する計画はない。 

 

Ⅵ剰余金の使途 

科学技術振興に関する業務の充実、所有施設の改修、職員教育・福利厚生の

充実、業務の情報化、機構の行う広報の充実に充てる。 

  

Ⅶその他主務省令で定める業務運営に関する事項 

１．施設及び設備に関する計画 

なし 

 

２．人事に関する計画  

（１）方針  

・アウトソーシングの推進等を通じ、業務の効率化を行うとともに、業務量

の変動に応じた柔軟な組織体制を構築し、職員個々の能力に応じた人員配

置を行う。 

・競争的研究資金による事業を有効に実施するため、研究経験を有する者を

プログラムディレクター、プログラムオフィサー等に積極的に登用する。 

 （２）人員に係る指標 

業務の効率化を進め、常勤職員数については抑制する。 

（参考１） 

平成１５年度当初の常勤職員数（任期の定めのない職員）   ４７８人 
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平成１５年度末の常勤職員数の見込み（任期の定めのない職員）４７８人

以下 

（参考２） 

平成１５年度の人件費(前記常勤職員)総額見込み ２，４８４百万円 

但し、上記の額は、役員報酬並びに職員給与及び社会保険料等に係わる事 

業主負担分等経費に相当する範囲の費用である。 
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（別紙） 
 

III． 予算（人件費の見積もりを含む。）、収支計画及び資金計画 
 
１．予算 
 平成１５年１０月～平成１６年３月 予算  
 
（総計） 

区別 金額（単位：百万円） 
収入 
 運営費交付金 
 政府その他出資金等 

 業務収入 
 その他の収入 
 繰越金 

  受託収入 
  計 

５５，５７４

１，７１８

５，４３８

１０３

１４

０

６２，８４７

支出 
 一般管理費 

 （公租公課を除いた一般管理費） 

  うち人件費（管理系） 

  うち物件費（公租公課を除く） 

  うち公租公課 
 事業費 

  新技術創出研究関係経費 

  企業化開発関係経費 

  科学技術情報流通関係経費 

   うち一般勘定 

   うち文献情報提供勘定 

  研究開発交流支援関係経費 

  科学技術理解増進関係経費 
  人件費（事業系） 

 受託経費 
  計 

１，８７３

１，８３８

９１８

９２０

３５

６０，９７４

３２，３２９

９，７０１

８，５８４

３，４９６

５，０８８

４，５１０

３，７１５

２，１３４

０

６２，８４７

 

 
［人件費の見積り］ 

期間中総額 ２，４８４百万円 を支出する。 
但し、上記の額は、役員報酬並びに職員給与及び社会保険料等に係わる事業主負

担分等経費に相当する範囲の費用である。 
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（一般勘定） 
区別 金額（単位：百万円）  

収入  
 

 運営費交付金 
 業務収入 
 その他の収入 

 受託収入 
  計 

５５，５７４

１，６２５

４５

０

５７，２４４

 

支出 
 一般管理費 

 （公租公課を除いた一般管理費） 
  うち人件費（管理系） 

  うち物件費（公租公課を除く） 

  うち公租公課 

 事業費 

  新技術創出研究関係経費 

  企業化開発関係経費 

  科学技術情報流通関係経費 

  研究開発交流支援関係経費 

  科学技術理解増進関係経費 

  人件費（事業系） 
 受託経費 
  計 

１，７５７

１，７４７

９１８

８２９

９

５５，４８８

３２，３２９

９，７０１

３，４９６

４，５１０

３，７１５

１，７３６

０

５７，２４４

 
［人件費の見積り］ 

期間中総額 ２，１８７百万円 を支出する。 
但し、上記の額は、役員報酬並びに職員給与及び社会保険料等に係わる事業主負

担分等経費に相当する範囲の費用である。 
 
［注釈］各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。 
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（文献情報提供勘定） 
区別 金額（単位：百万円） 

収入 
 政府その他出資金等 
 業務収入 
 その他の収入 
 繰越金 

 受託収入 
  計 

１，７１８

 ３，８１３

５８

１４

０

５，６０３

 

支出 
 一般管理費 １１６

 

  （公租公課を除いた一般管理費） 
うち物件費（公租公課を除く） 

  うち公租公課 

事業費 

  科学技術情報流通関係経費 

  人件費（業務系） 

 受託経費 
  計 

９０

９０

２６

５，４８６

５，０８８

３９８

０

５，６０３

 
［人件費の見積り］ 

期間中総額２９７百万円 を支出する。 
但し、上記の額は、役員報酬並びに職員給与及び社会保険料等に係わる事業主負

担分等経費に相当する範囲の費用である。 
 

［注釈］各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。 
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２．収支計画  
 平成１５年１０月～平成１６年３月 
 
 （総計） 

区別 金額（単位：百万円） 
費用の部 
 経常費用 

  一般管理費 
   人件費（管理系） 
   物件費（公租公課を除く） 
     公租公課 
事業費 

   新技術創出研究関係経費 

   企業化開発関係経費 

   科学技術情報流通関係経費 

   研究開発交流支援関係経費 

   科学技術理解増進関係経費 

   人件費（業務系） 

  受託経費 

  減価償却費 

 財務費用 

 臨時損失 

４５，９３８

４５，９３８

１，８７１

９１８

９１８

３５

３８，９８８

１４，４７３

８，１８７

７，１０２

３，６９７

３，４６５

２，０６４

０

５，０７９

０

０

収益の部 
 運営費交付金収益 
 業務収入 

 その他の収入 

 受託収入 

 資産見返運営費交付金戻入 

 資産見返補助金等戻入 

 臨時利益 

純損失 

目的積立金取崩額 

総損失 

４３，７６２

３６，３２３

４，２２４

１２２

０

１，０２８

２，０６５

０

２，１７６

０

２，１７６

 

 
［注釈］各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。 
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 （一般勘定） 

区別 金額（単位：百万円） 
費用の部 
 経常費用 

  一般管理費 
   人件費（管理系） 

   物件費（公租公課を除く） 

公租公課 
    事業費 
   新技術創出研究関係経費 

   企業化開発関係経費 

   科学技術情報流通関係経費 

   研究開発交流支援関係経費 

   科学技術理解増進関係経費 

   人件費（業務系） 

  受託経費 

  減価償却費 

 財務費用 

 臨時損失 

３９，８７２

３９，８７２

１，７５７

９１８

８２９

９

３５，０２２

１４，４７３

８，１８７

３，４６４

３，６９７

３，４６５

１，７３６

０

３，０９３

０

０

 

収益の部 
 運営費交付金収益 

３９，８７２

３６，３２３

 

  業務収入 
 その他の収入 

 受託収入 

 資産見返運営費交付金戻入 

 資産見返補助金等戻入 

 臨時利益 

純利益 

目的積立金取崩額 

総利益 

４１１

４５

０

１，０２８

２，０６５

０

０

０

０

 
［注釈］各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。 
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 （文献情報提供勘定） 

区別 金額（単位：百万円） 
費用の部 
 経常費用 

  一般管理費 
   物件費（公租公課を除く） 

   公租公課 

事業費 
     科学技術情報流通関係経費 
   人件費（業務系） 

  受託経費 

  減価償却費 

 財務費用 

 臨時損失 

６，０６６

６，０６６

１１５

８９

２６

３，９６６

３，６３８

３２８

０

１，９８５

０

０

収益の部 
 業務収入 

 その他の収入 

 受託収入 

 臨時利益 

純損失 

目的積立金取崩額 

総損失 

３，８９０

３，８１３

７７

０

０

２，１７６

０

２，１７６

 

 
［注釈］各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。 
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３．資金計画 
 平成１５年１０月～平成１６年３月 予算 
 
（総計） 

区別 金額（単位：百万円） 
資金支出 
 業務活動による支出 
 投資活動による支出 
 財務活動による支出 
 翌年度への繰越金 

６７，８７７

３９，９５１

２１，９９０

０

５，９３７

資金収入 
 業務活動による収入 
  運営費交付金による収入 

  業務収入 
  その他の収入 

  受託収入 
 投資活動による収入 
 財務活動による収入 

 特殊法人よりの繰越金 

６７，８７７

６１，２６２

５５，５７４

５，５６５

１２３

０

０

１，７００

４，９１５

 

    
［注釈］各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。  
      
 
 
（一般勘定） 

区別 金額（単位：百万円） 
資金支出 
 業務活動による支出 
 投資活動による支出 
 財務活動による支出 
 翌年度への繰越金 

６０，７０４

３５，９２０

２０，４６６

０

４，３１９

資金収入 
 業務活動による収入 
  運営費交付金による収入 

  業務収入 
  その他の収入 

  受託収入 
 投資活動による収入 
 財務活動による収入 
 特殊法人よりの繰越金 

６０，７０４

５７，２４４

５５，５７４

１，６２５

４５

０

０

０

３，４６０

 

    
［注釈］各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。  
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（文献情報提供勘定） 

区別 金額（単位：百万円） 
資金支出 
 業務活動による支出 
 投資活動による支出 
 財務活動による支出 
 翌年度への繰越金 

７，１７３

４，０３１

１，５２４

０

１，６１８

資金収入 
 業務活動による収入 
  業務収入 
  その他の収入 
  受託収入 
 投資活動による収入 
 財務活動による収入 

 特殊法人よりの繰越金 

７，１７３

４，０１８

３，９４０

７８

０

０

１，７００

１，４５５

 

    
［注釈］各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。  


